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固
定
資
産
評
価
委
員

高
橋　

三さ
ん
し子 

氏
（
71
歳
）

　

前
橋
工
業
短
期
大
学
卒
業

後
、
榛
東
村
役
場
に
勤
務
し
、

税
務
課
長
を
は
じ
め
各
課
長
を

歴
任
。
定
年
退
職
後
は
、
区
長

を
は
じ
め
地
域
役
員
と
し
て
活

躍
す
る
。公

平
委
員

星
野　

孝こ
う
す
け佑 

氏
（
72
歳
）

　

村
議
会
議
員
を
２
期
８
年
務

め
る
。
そ
の
間
総
務
文
教
常
任

委
員
長
、
渋
川
広
域
議
員
と
し

て
活
躍
す
る
。

教
育
委
員

岡
部　

康や
す
ひ
ろ博 

氏
（
60
歳
）

　

日
本
体
育
大
学
を
卒
業
後
、

県
内
の
小
中
学
校
に
教
員
と
し

て
勤
務
。
在
職
中
は
県
中
学
校

体
育
連
盟
副
理
事
長
を
12
年

間
、
前
橋
市
中
学
校
体
育
連
盟

理
事
長
を
12
年
間
務
め
る
。
村

で
は
ジ
ュ
ニ
ア
ス
キ
ー
チ
ー
ム

を
つ
く
り
、
３
年
間
指
導
し
た

経
験
が
あ
る
。

永
島　

順よ
り
ひ
さ久 

氏
（
51
歳
）

　

東
洋
大
学
を
卒
業
し
、
現
在

自
営
に
て
デ
ザ
イ
ン
関
係
の
仕

事
を
行
っ
て
い
る
。
中
学
校
１

年
生
と
小
学
校
５
年
生
の
子
ど

も
の
父
親
で
教
育
に
関
し
て
強

い
関
心
が
あ
る
。

（
教
育
委
員
の
う
ち
小
中
学
校

生
徒
の
保
護
者
で
あ
る
委
員
を

含
む
規
定
が
あ
り
、
そ
の
適
任

者
と
し
て
選
任
さ
れ
る
）

一
般
会
計

繰
越
明
許
費

質
問　

そ
れ
ぞ
れ
の
繰
越
し
理

由
を
お
聞
き
し
ま
す
。

総
務
課
長　

地
域
循
環
創
造
事

業
に
つ
い
て
は
、
国
の
補
正
予

算
成
立
が
２
月
26
日
で
、
村
で

の
補
正
予
算
成
立
が
３
月
８
日

と
な
り
、
年
度
内
に
予
算
執
行

が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
、
防

災
行
政
無
線
費
に
つ
い
て
は
金

額
等
の
事
由
に
よ
り
契
約
に
至

ら
な
か
っ
た
た
め
で
す
。

建
設
課
長　

道
路
橋
り
ょ
う
費

に
つ
い
て
は
、
国
の
補
正
予
算

成
立
が
２
月
26
日
で
あ
り
、
年

内
完
成
が
見
込
め
な
い
た
め
。

防
衛
施
設
周
辺
民
生
安
定
施
設

整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、
独
立

行
政
法
人
水
資
源
機
構
と
の
協

議
に
不
測
の
日
数
を
要
し
た
た

め
。
特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備

調
整
交
付
金
事
業
に
つ
い
て
は
、

道
路
用
地
買
収
に
当
た
り
相
続

者
の
行
方
が
判
ら
ず
、
契
約
締

結
が
年
内
に
見
込
め
な
い
た
め
。

固
定
資
産
評
価
委
員
と
は

　

市
町
村
長
と
は
独
立
し

た
中
立
的
・
専
門
的
な
立

場
か
ら
固
定
資
産
評
価
台

帳
に
登
録
さ
れ
た
事
項
に

関
す
る
不
服
の
審
査
及
び

決
定
を
行
い
ま
す
。

公
平
委
員
と
は

　

職
員
の
勤
務
条
件
に
関

す
る
措
置
の
要
求
及
び
職

員
に
対
す
る
不
利
益
処
分

を
審
査
し
、
並
び
に
必
要

な
措
置
を
行
い
ま
す
。

教
育
委
員
と
は

　

教
育
委
員
は
教
育
委
員

会
の
委
員
で
す
。
教
育
委

員
会
は
合
議
制
の
執
行
機

関
で
あ
り
、
市
町
村
長
か

ら
独
立
し
た
委
員
会
で
す
。

教
育
委
員
会
は
地
域
の
学

校
教
育
、
社
会
教
育
、
文

化
、
ス
ポ
ー
ツ
等
に
関
す

る
事
務
を
担
当
し
ま
す
。

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー

発
電
事
業
特
別
会
計

質
問　

建
設
費
の
６
８
３
３
万

７
０
０
０
円
は
ど
こ
へ
支
払
っ

た
の
で
す
か
。

総
務
課
長　

契
約
先
で
あ
る
シ

ャ
ー
プ
株
式
会
社
な
ど
で
す
。

質
問　

前
払
い
金
は
、
何
％
で

す
か
。

総
務
課
長　

40
％
以
内
で
す
。

繰越明許費とは
　ある歳出予算が、何らかの事由により、年度内に支出
が終わらないものについて翌年度に繰り越して使用す
ることができる。

事　業　名
地域力循環創造事業
防災行政無線費　
農業体質強化基盤整備促進事業
道路橋りょう総務費
防衛施設周辺民生安定施設整備事業
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

金　額 翌年度繰越額
5,000万円

464万7千円

5,746万9千円

707万2千円

6,771万7千円

37万9千円

１億8,728万4千円

　5,000万円

469万3千円

6,578万5千円

707万2千円

6,777万8千円

151万3千円

1億9,684万1千円

事　業　名
太陽光発電所新設事業
基金発電運用管理事業

合　　計

金　額 翌年度繰越額
1億9,773万3千円

112万4千円

1億9,885万7千円

1億2,939万6千円

109万円

1億3,048万6千円

合　　計

平成２４年度平成２４年度
一般会計繰越明許費繰越計算書一般会計繰越明許費繰越計算書

平成２４年度平成２４年度
自然エネルギー発電事業自然エネルギー発電事業

特別会計繰越明許費繰越計算書特別会計繰越明許費繰越計算書

平成２４年度
一般会計繰越明許費繰越計算書

平成２４年度
自然エネルギー発電事業

特別会計繰越明許費繰越計算書

人
事
案
件

質　

疑

質　

疑


